
薬物乱用防止推進事業について 

大船渡保健所 環境衛生課 

1 はじめに 

  薬物乱用については覚醒剤や大麻などの禁止薬物に加え、一般用医薬品の過剰摂取が若年層を中

心に広がり、社会問題となっています。気仙地域では、薬物事犯の検挙や相談が増加している傾向

は見受けられないものの、未然防止のための普及啓発を中心に取組を実施しています。その概要を

紹介します。 

2 薬物乱用防止推進事業 

(1) 薬物乱用防止指導員による啓発活動

地域特性に応じた薬物乱用防止活動を展開するため、県では薬物乱用防止指導員を委嘱してい

ます。主に薬剤師、保護司、民生委員など 22名が活動しており、学校での薬物乱用防止教室や地

域の集会等で啓発を行っています。当所では指導員に対する研修会の実施や啓発資材の調整、活

動実績の取りまとめ等を行っています。 

(2) 関連行事

以下を啓発強化期間とし、監視指導やポスター等により啓発を強化しています。

 不正大麻・けし撲滅運動 ：5～8月 

 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 ：6～7月

 「6.26ヤング街頭キャンペーン」：6月 22日 23日前後（R7年度は当所開催予定）

 麻薬・覚醒剤乱用防止運動 ：10～11月 

(3) 薬物関連相談窓口の設置

各保健所での相談受付を行っています。

3 不正けし抜去指導について 

  例年 5～8月、不正栽培や犯罪予防の観点から、各地に自生している大麻やけしの撲滅運動を警察

と協働して実施しています。大麻は医療用用途が認められ法改正が行われましたが、不用な栽培は

大麻取締法により禁止されています。麻薬成分を含む違法なけしは、あへん法により栽培が禁止さ

れています。 

当所では令和 5年度にアツミゲシ（セティゲルム種）の群生を発見し、抜去指導を行いました（21

箇所 11,400 本、全県の 9 割弱を占めた）。抜去後も数年は生育が認められることが多く、本年度も

継続して抜去を行いました。 

4 まとめ 

薬物乱用は首都圏を中心として問題になっていますが、SNSの普及等により、以前より容易に入

手できる状況になっています。健康で住みよい社会環境づくりを進めるため、特に若年層に対す

る普及啓発に力を入れていく必要があります。 

昨年度に違法けしであるアツミゲシの多数自生が確認され、当所管内の地理的条件が増加要因

のひとつと考えられるため、監視を強化し撲滅を図ります。 
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